
314 単位 3,271 円 327 円 654 円 981 円

471 単位 4,907 円 490 円 981 円 1,472 円

823 単位 8,575 円 857 円 1,715 円 2,572 円

1,128 単位 11,753 円 1,175 円 2,350 円 3,525 円

294 単位 3,063 円 306 円 612 円 918 円

303 単位 3,157 円 315 円 631 円 947 円

451 単位 4,699 円 469 円 939 円 1,409 円

794 単位 8,273 円 827 円 1,654 円 2,481 円

1090 単位 11,357 円 1,135 円 2,271 円 3,407 円

284 単位 2,959 円 295 円 591 円 887 円

（令和6年6月1日 ～）

訪問看護Ⅰ-１
(２０分未満)

訪問看護Ⅰ-２
(３０分未満)

訪問看護Ⅰ-３
(３０分以上６０分未満)

訪問看護Ⅰ-４
(６０分以上９０分未満)

訪問看護料金表【介護保険】

〈保険単位と基本料金〉　地域区分単価　　　1単位＝10.42円　(6級地)

時間内
８時～１８時

費用額
(１０割) 1割 2割

要介護

利用者負担額

○負担額の計算方法 : 報酬単位×地域区分単価(10．42)＝総額(１０割)※小数点以下切り捨て　＝A
A×０．９(１割負担の場合)＝B　　　(※負担割合が２割の方は０．８　、３割の方は０．７をかけて下さい)

A－B＝利用者負担額

要支援

3割

１割または所得により２割・３割負担となります。

１割または所得により２割・３割負担となります。

訪問看護Ⅰ-５
(１回２０分)

時間内
８時～１８時

費用額
(１０割)

利用者負担額

1割 2割 3割

※ 前年度の理学療法士、作業療法士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えている場合、
　　理学療法士、作業療法士によるサービス提供については1回につき8単位を減算する。

※ 介護予防の利用者様についてリハビリ開始より12ヶ月を超えて行う場合は、1回につき
　　15単位を所定単位から減算する。

○ 夜間(１８：００～２２：００)または早朝(６：００～８：００)の訪問の場合 上記単位数の２５％贈

○ 深夜(２２：００～６：００)の訪問の場合 上記単位数の５０％贈

訪問看護Ⅰ-１
(２０分未満)

訪問看護Ⅰ-２
(３０分未満)

訪問看護Ⅰ-３
(３０分以上６０分未満)

訪問看護Ⅰ-４
(６０分以上９０分未満)

訪問看護Ⅰ-５
(１回２０分)




